
同 日原本領収 裁判所書記官
平成 26年 8月 27日 判決言渡

平成 22年 (行 ウ)第 6号 県警違法支出金返還請求事件

口頭弁論終結 日 平成 26年 4月 24日
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文主

1 西川一誠 に対 して損害賠償金の請求をす ることを求める原告 らの請

求をいずれ も棄去,す る。

2 西川一誠以外の者 に対 して損害賠償金の請求をす ることを求める請

求 (主位的請求)に係 る原告 らの訴えをいずれ も却下す る。

3 西川一誠以外の者 に対 して賠償命令 をす ることを求める原告 らの請

求 (予備的請求)を いずれ も棄却す る。

4 訴訟費用は,原告 らの負担 とす る。

事  実  及  び  理  由

第 1 当事者の求めた裁判

1 原告 ら

(1)西川一誠 に対す る請求

被告は,西川一誠 に対 して 1388万 8629円 及び これに対す る平成 2

1年 9月 1日 か ら支払済みまで年 5分の割合 による金員 を,(2)の とお り別紙

1違法支出一覧表 「支出負担行為・専決者・氏名」欄記載 の者及び同表 「支

出命令・専決者・氏名」欄記載の者 と連帯 して支払 うよ う請求せ よ。

(2)西川一誠以外の者 に対す る請求

ア 主位的請求

被告は,別紙 1違法支出一覧表の 「支出負担行為・専決者・氏名」欄記

載の者及び同表 「支出命令・専決者・氏名」欄記載の者 に対 して 「支出負
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担行為・専決者 。氏名」欄記載の者 と同表 「支出命令・専決者・氏名」欄

記載の者が同一の場合は同表 「不適正経理額」欄記載の金員及び これに対

す る同 日か ら支払済みまで年 5分の害1合 による金員を各金員の合計額につ

き西川一誠 と連帯 してそれぞれ支払 うよう,こ れ ら記載の者が異なる場合

は各 自同表 「不適正経理額」欄記載の金員及び これに対す る同 日か ら支払

済みまで年 5分の害1合 による金員 を各金員の合計額につき西川一誠 と連帯

してそれぞれ支払 うよ う請求せ よ。

イ 予備的請求

被告は,別紙 1違法支出一覧表の 「支出負担行為・専決者・氏名」欄記

載の者及び同表 「支出命令・専決者・氏名」欄記載の者に対 して 「支出負

担行為・専決者・氏名」欄記載の者 と同表 「支出命令・専決者・氏名」欄

記載の者が同一の場合はその者が同表 「不適正経理額」欄記載の金員及び

これに対す る平成 21年 9月 1日 か ら支払済みまで年 5分 の割合 による金

員 を各金員の合計額につき西川一誠 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う,こ れ

ら記載の者が異なる場合は同表 「不適正経理額」欄記載の金員の各 2分の

1及 び これに対す る平成 21年 9月 1日 か ら支払済みまで年 5分の割合に

よる金員を各金員の合計額につき西川一誠 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う

賠償命令をせ よ。

被告

(1)西川一誠に対 して請求す ることを求める原告 らの請求に係 る答弁

主文 1項同旨

(2)西川一誠以外の者 に対 して請求をす ることを求める原告 らの請求に係 る答

主位的請求に係 る答弁

171 本案前の答弁

主文 2項同旨

弁

　

ア
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0 本案の答弁

原告 らの主位的請求をいずれ も棄却す る。

イ 予備的請求に係 る答弁

171 本案前の答弁

原告 らの予備的請求に係 る訴 えをいずれ も去「下す る。

∽  本案の答弁

主文 3項 同旨

第 2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は,福井県の住民である原告 らが,平成 16年 4月 か ら平成 21年 8月

末 までの間に福井県警察が執行 した県費分 の需用費 (消 耗 品費及び印刷製本

費)の うち,内容虚偽の関係書類 を作成 して不正に支出 された とす る 1388

万 8629円 (以 下,同期間において執行 された不適正な経理処理による各支

出を総称 して 「本件各支出」 とい う。)について ,

(1)福井県知事である西川一誠 (以 下 「西川」 とい う。)に対 し,地方 自治法

242条 の 2第 1項 4号本文に基づき,上記 1388万 8629円 及び これ

に対す る調査対象期間の翌 日である同年 9月 1日 か ら支払済みまでの民法所

定の年 5分の害」合による遅延損害金 を(2)の とお り本件各支出に係 る権限を有

した者 と連帯 して支払 うよ う福井県知事である被告に請求す ることを求める

とともに ,

(2)福井県知事か ら本件各支出に係 る支出負担行為又は支出命令の権限の委任

を受けた者 (以 下 「受任者」 とい う。)及び福井県知事又は受任者か ら上記

権限の専決 を受 けた者 (以 下 「専決者」 といい,受任者 と専決者 を併せ て

「専決者等」 とい う。)に対 し,

171 主位的に,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づき,受任者 と

専決者が同一である場合には各 自上記権限に基づき行つた支出負担行為な
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い し支出命令において支出 した額及び これに対す る同 日か ら支払済みまで

の上記遅延損害金 を西川 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う,受任者 と専決者

が異なる場合には各 自上記権限に基づき行 つた支出負担行為ない し支出命

令 において支出 した額及び これに対す る同 日か ら支払済みまでの上記遅延

損害金 を西川 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う福井県知事である被告に請求

す ることを求め ,

1/f)地 方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ く訴 えが認 められない場

合に備 え,予備的に同項 4号ただ し書に基づき,受任者 と専決者が同一で

ある場合には上記各権限に基づき行 つた支出負担行為ない し支出命令にお

いて支出 した額及び これに対す る同 日か ら支払済みまでの上記遅延損害金

を西川 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う,受任者 と専決者が異なる場合には

上記権限に基づき行 つた支出負担行為ない し支出命令において支出 した額

の各 2分の 1及び これに対す る同 日か ら支払済みまでの上記遅延損害金 を

西川 と連帯 してそれぞれ支払 うよ う福井県知事である被告 に賠償命令す る

ことを求める住民訴訟である。

2 前提事実 (争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣 旨により容易に認 めら

れ る事実 )

(1)当 事者等

ア 原告 らは,福井県の住民である。

イ 西川 は,平成 15年 4月 ころか ら現在まで福井県知事である者である。

ウ 別紙 1違法支出一覧表記載 の 「支出負担行為,専決者 ,氏名」欄記載の

者及び 「支出命令,専決者 ,氏名」欄記載の者 は,そ れぞれ,「所属」欄

記載の部署に所属 し,「職名」欄記載の職 にあつた者である。

(2)福井県警察は,平成 22年 2月 10日 ,平成 16年 4月 か ら平成 21年 8

月末までの間に福井県警察において約 1560万 円の不正経理が行われてい

た との内部調査結果 を発表 した。 〔甲 1な い し 3〕
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福井県警察職員 らは,同年 3月 31日 , 289万 8905円 を返還 した。

〔乙 15〕

(3)上記(2)記載の調査結果は,不正経理を以下の とお り類型化 している。 〔甲

3〕

ア 預け金

業者に架空取引を指示す るな どして,実際には納入 されていないのに上

記架空取引に係 る物品が納入 された とす る内容虚偽の関係書類 を作成す る

ことな どにより,同 物品の代金相当額 を支払 つて業者に保有 させ ,後 日,

これを利用 して,上記架空取引に係 る物品 とは異なる物品を納入 させてい

たもの

イ ー括払

支出負担行為等の正規の経理処理 を行わないまま,随時,業者に物品を

納入 させた上で,後 日,納入 された物品 とは異なる物品に係 る請求書等 を

提出させ ,同物品が納入 された とす る内容虚偽の関係書類 を作成す ること

な どにより,実際に納入 された物品の代金相 当額 を一括 して支払 うな どし

ていたもの

ウ 差替 え

業者に虚偽の請求書等を提出させて,契約 に係 る物品が納入 されていな

いのに納入 された とす る内容虚偽の関係書類 を作成す ることな どにより,

代金 とされた金額 を支払い,実際には上記契約 に係 る物品 と異なる物品を

納入 させていたもの

工 翌年度納入

物品が翌年度以降に納入 されていたのに,実際の納入 日より前の 日付 を

検収 日として支出命令書等の書類に記載す ることな どにより,物品が現年

度に納入 されたこととして支払つていたもの

オ 前年度納入
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物品が前年度以前に納入 されていたのに,実際の納入 日よ り後の 日付 を

検収 日として支出命令書等の書類 に記載す ることな どにより,物 品が現年

度に納入 されたこととして支払つていたもの

力 先払い

物品は年度内に納入 されていたが,物品が納入 され る前に,こ れ らが納

入 された とす る内容虚偽の関係書類 を作成す るなどして,代金 を先に支払

っていたもの

キ 契約前納入

年度内において,契約手続 を行わないまま物品を納入 させていたのに ,

実際の納入 日より後の 日付 を検収 日として記載することなどによ り,物品

が現年度に納入 されたこととして代金 を支払 つていたもの

(4)平成 16年 4月 か ら平成 21年 4月 までの間に福井県警察が執行 した消耗

品費及び印刷製本費における不適正な経理処理の総額は, 1388万 862

9円 であ り,そ の内訳は以下の とお りである。

ア 預け金   467万 6928円

イ ー括払    173万 2404円

ウ 差替え    57万 2112円

工 翌年度納入  428万 6488円

オ 前年度納入   13万 9051円

力 先払い    48万 4380円

キ 契約前納入  199万 7266円

(5)原告 らは,平成 22年 3月 11日 ,福井県監査委員に対 し,福井県警察が

平成 16年 4月 か ら平成 21年 8月 末までの間に執行 した消耗品費及び印刷

製本費の うち 1564万 9000円 (内 訳 :預 け金 467万 7000円 ,一

括払 173万 2000円 ,差替 え 57万 2000円 ,翌年度納入 559万 2

000円 ,前年度納入 13万 9000円 ,先払い 51万 2000円 ,契約前
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納入 242万 4000円 。ただ し,千円未満の部分が四捨五入 されているた

め,こ れ らの合計は 1564万 9000円 にな らない。)が違法不当な支出

であるとして,福井県警察本部長及び各支出権限者 にこれ らの支出金全額 を

返還 させ るな どの必要な措置を講ず るよ う勧告す ることを求める住民監査請

求 (以 下 「本件監査請求」 とい う。)を行つた。 〔甲 5〕

(6)福井県監査委員は,平成 22年 5月 7日 ,同 監査委員の職務権限が及ぶの

は県費分 1388万 8629円 であるとして本件監査請求の うち同金額を超

える国費分に相当す る部分 を却下す るとともに,県費分の損害額は 271万

5385円 であるところ,こ れ らは返還 されているとして本件監査請求の う

ち県費分に関す る部分を棄去「した。同監査結果は,そ のころ,原告 らに通知

された。 〔甲 9〕

(7)原告 らは,平成 22年 6月 3日 ,同 日付訴状を提出 して本件訴 えを提起 し

上記訴状 には,請求の趣 旨として,次のとお り記載 されていた。

被告は,別紙 「本件相手方一覧」記載の者 に対 し,金 1388万 86

29円及び これに対す る平成 21年 9月 1日 か ら支払済みまで年 5分の

割合による金員 を請求せ よ。

訴訟費用は被告の負担 とす る。

上記訴状添付の別紙本件相手方一覧には,次の とお り記載 されていた。

相手方西川一誠  平成 16年度～平成 21年度福井県知事

平成 16年度か ら平成 21年度 において,知事か ら警察本部又は各警

察署の消耗品費又は印刷製本費の支出負担行為 (同 別紙記載の 「債務負

担行為」は 「支出負担行為」の誤記であると認 め られ る。)又 は支出命

令の権限の委任 を受けた者

1 平成 16年度か ら平成 21年度 において,知事又は知事か ら上記権限

の委任 を受けた者か ら上記権限の専決を受けた者

Ｏ　
　
　
И

た

　

ア

1/F)

０
　
０

(勁
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ウ なお,原告 らは,平成 22年 6月 30日 ,上記訴状記載の請求の趣 旨 1

の 「金 1388万 8629円 」を 「各 自金 1388万 8629円 」 とす る

旨の訴状補正書 を提出 し,同 年 9月 10日 の本件第 1回 口頭弁論期 日にお

いて同訴状補正書を陳述 した。

(8)福井県警察本部長は,平成 22年 9月 27日 ,原告伊東晴美による同月 1

3日 付け公文書公開請求に対 し,本件各支出に係 る不適正執行表 (県費)と

題す る公文書の うち,業者名欄 を除 く部分を公開するとの一部公開決定を行

った。 〔乙 30〕

(9)原告 らは,上記(8)記載の公文書に基づき,平成 22年 10月 15日 ,本件

各支出に係 る支出負担行為及び支出行為の専決者 を特定 し,支出負担行為の

専決者 と支出行為の専決者が異なる場合には連帯責任者 として,こ れ らが同

一の場合 には単独 の責任者 として,別紙 2違法支出一覧表の 「不適正経理

額」欄記載の金員及び これに対す る平成 21年 9月 1日 か ら支払済みまで年

5分の害1合 による金員 を請求す るよ う求める旨記載 した第 1準備書面を提出

し,ま た,平成 22年 12月 6日 ,本件各支出に係 る支出負担行為の専決者

及び支出行為の専決者に対す る損害賠償請求をす るよ う求める部分につき ,

予備的に,こ れ らの者に対す る賠償命令 をす るよ う求める旨記載 した第 2準

備書面を提出 した上,同 日の本件第 2回 口頭弁論期 日において,上記第 1準

備書面及び第 2準備書面を陳述 した。

仁0 原告 らは,平成 23年 4月 18日 ,本件各支出に係 る支出負担行為の専決

者及び支出行為の専決者に対す る賠償命令をす るよう求める部分につき;支

出負担行為の専決者 と支出行為の専決者が異なる場合 には単独の責任者 とし

て別紙 2の 「不適正経理額」欄記載の金員の各 2分 の 1について賠償命令 を

す るよう求めると変更す る旨記載 した第 3準備書面を提出 し,同 月 22日 の

本件第 4回 口頭弁論期 日において,上記第 3準備書面を陳述 した。

国  原告 らは,平成 23年 8月 26日 ,別紙 2の 記載 を別紙 1の とお り訂正 し
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た訂正申立書を提出 し,同年 11月 2日 の本件第 7回 口頭弁論期 日において ,

同書面を陳述 した。なお,同 書面においては,本件各支出に係 る支出負担行

為の専決者及び支出行為の専決者についての訂正はない。

⑫  福井県警察に関す る支出負担行為及び支出行為については,以下の とお り

規定 されている。 〔乙 1な い し 5〕

ア 支出負担行為

171 警察本部

県知事は,公安委員会の所掌す る事務 に係 る支出負担行為に関す る事

務を,警察本部長に補助執行 させている (福 井県知事の権限に属す る事

務の一部 を議会事務局長お よび委員会等の事務を補助す る職員に補助執

行 させ る規則 (昭 和 44年福井県規則第 15号。 乙 1。 以下 「補助執行

規則」 とい う。)3条 )。

警察本部長 は,上記 の補助執行すべ き事務 を,福井県事務決裁規程

(昭 和 50年 福井 県訓令 第 3号。 乙 2。 以 下 「事務決裁規程 」 とい

う。)3条 別表の部長,企画幹,課 (室)長及び課 (室 )長補佐 の専決

事項の例により専決す ることができ (補助執行規員J9条 ), 1000万

円未満の需用費 (消耗品費,印刷製本費等)の支出負担行為の うち,支

出負担行為兼支出命令書を使用す る支出負担行為を監査担当課長補佐 に ,

それ以外の支出負担行為 を会計課長 に専決 させている (事務決裁規程 3

条別表 9項財務に関す る事項一課 (室 )長の専決事項住0,備考 6号 )。

(イ)警 察署

福井県警察の各警察署は,かいに指定 されている (福井県財務規則の

適用を受 けるかいの名称お よび位置 (昭和 55年福井県告示第 300号 。

乙 4。 ))と ころ,知事は,かいにおける令達を受けた歳出予算の範囲

内の支出負担行為に関す るかいの事務 をかいの長に委任 している (福井

県財務規則 (昭 和 39年福井県規則第 11号。乙 3。 以下 「財務規則」
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とい う。)4条 4項 2号 )。

警察署の長である警察署長は,支出負担行為兼支出命令書を使用す る

こととなる支出負担行為に関す る事務 を副署長に専決 させ ることができ

る (福 井県警察の事務専決に関す る訓令 (平成 11年福井県警察本部訓

令第 17号。 乙 5。 以下 「専決訓令」 とい う。)2条 別表第 5副署長の

事務専決事項(3))。

イ 支出命令

171 警察本部

知事は,公安委員会の所掌す る事務 に係 る配当を受けた歳出予算の範

囲内の支出命令に関す る事務 を警察本部長に委任 している (財務規則 4

条 1項 2号 )。

警 察本部長 は,事務決裁規程 3条 別表 9項 財務 に関す る事項 の課

(室 )長 の専決事項の欄 中に規定す るものの うち支出命令に関す ること

を会計課長の専決事項 としている (専決訓令 2条別表第 2課所隊長の事

務専決事項 4項会計課長(3))。

会計課長は,そ の所掌事務に関す る軽易なものについて,あ らか じめ

事務の内容を指定 して,次席相 当職以上の所属警察職員 に専決 させ るこ

とができる (専決訓令 3条 )と ころ,需用費の支出命令 を監査担当課長

補佐 に専決 させている。

1/F)警 察署

知事は,かいにおける令達 を受けた歳出予算の範囲内の支出命令 に関

す るかいの事務をかいの長に委任 している (財務規則 4条 4項 2号 )。

警察署長は,需用費の支出命令に関す る事務を副署長 に専決 させ るこ

とができる (専決訓令 2条別表第 5副署長の専決事項(2))。

ウ 以上の規定によれば,本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者

は別紙 1の 「支出負担行為,専決者,氏名」欄記載の者及び 「支出命令 ,
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専決者 ,氏名」欄記載の者である。

3 主たる争点

(1)本案前の争点

ア 請求の特定の有無及び出訴期間

イ 西川以外の者に対す る損害賠償請求の可否

ウ 訴 え提起手数料

(2)本案の争点

ア 本件各支出の違法性

イ 本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者 の故意又は重過失

ウ 本件各支出に係 る西川の責任

171 支出負担行為及び支出命令につき法令上本来的な権限を有す る県知事

の職にあつた者 としての責任

1/f)指揮監督義務違反

工 損害 (損益相殺に関す る争点 も含む )

4 主たる争点に対する当事者の主張

(1)争点(1)ア (請求の特定の有無及び出訴期間 )

(被告の主張 )

ア 訴 え提起時の特定の有無について

171 地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文所定の訴 えとして提起 された

訴 えは,損害賠償請求又は賠償命令の相手方 となる当該職員等及び請求

に係 る金額を具体的に特定 して提起 しなければな らない。 しかるに,本

件訴 えは,西川に対す る損害賠償請求を求める部分を除き,相手方につ

いて も請求金額についても具体的に特定 されていない。

したがつて,本件訴 えの うち西川に対す る損害賠償請求を求める部分

を除 く部分は,不適法である。

И 原告 らは,本件訴 えまでの間に損害賠償請求等の相手方を特定す るこ
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とが不可能であつた旨主張す るが,福井県警察等において,上記相手方

及び請求金額を特定す るための資料の開示を拒否 したことはな く,そ も

そも,原告 らは本件訴 え提起前に情報公開請求す らしていない。福井県

警察本部長は,原告 らが本件訴 え提起後に行 つた上記前提事実(8)記載の

情報公開請求に対 し,直 ちに資料の開示を している。原告 らは,情報公

開請求を行 うなどの相 当の注意力 をもつての調査 もしていなかつたので

ある。

(ヴ また,福井県警察が執行 した消耗 品費及び印刷製本費の決裁権者は警

察本部及び各警察署にいるところ,①不適正支出がなかつた部署 もある

こと,②不適正支出があつた部署に限定 して も,人事異動によ り決裁権

者が交代 して複数の決裁権者がいることか らすれば,訴状記載の程度で

は,損害賠償請求等の相手方を客観的に特定す ることはできない。

イ 出訴期間について

原告 らは,第 1準備書面で損害賠償請求等の相手方を特定 したが,その

相手方に関 しては特定 された時点で訴 えの提起が されたことにな り,その

時点では監査結果が通知 された 日か ら 30日 (地方 自治法 242条 の 2第

2項 1号)を経過 しているため,不適法な訴 えであることに変わ りはない。

(原告 らの主張 )

ア 訴え提起時の特定の有無について

171 被告は,福井県における財務会計上の行為 を行 う権限を法令上本来的

に有す るものであるところ,権限の委任 を受けるなどした者である 「平

成 16年度か ら平成 21年度 において,知事か ら警察本部又は各警察署

の消耗品費又は印刷製本費の支出負担行為又は支出命令の権限の委任 を

受けた者」及び 「平成 16年度か ら平成 21年度において,知 事又は知

事か ら上記権限の委任 を受けた者か ら上記権限の専決 を受けた者」な ど

の氏名等は,被告の執行機 関又は職員において,既に知っているか,容
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易に知 り得ることができる。

しかも,本件 においては,福井県警察の自主的な全庁的調査が行われ

てお り,そ れによって不適正な経理処理の実態が明 らかにされ ,そ の態

様に応 じて,「預け金」,「一括払い」,「差替 え」,「翌年度納入」 ,

「前年度納入」,「先払い」,「契約前納入」な どと分類まで されてい

る。そ うす ると,本件の審理 に当たつても,こ れ らの態様 ごとに違法性

の有無を判断す ることができる。

(イ)他 方,県警察における予算執行権限を有す る者は極 めて多岐にわたる

規則・規程類 によつて定め られ , しか も具体的な専決,委任 ,決裁の内

容は,原告 らには知 る由もない。原告 らが,住民監査請求を経て本件訴

え提起に至るまでの短期間に,地方公共団体の内部事情に属す る財務会

計行為の権限を有す る者 を正確 に特定す ることを求めることは,お よそ

不可能を強いるものである。

り  また,住民訴訟は,仮に勝訴 した ところで,そ れを提起す る原告 らに

利益が帰す るとい うものではなく,民衆訴訟の一種 として,本件でいえ

ば福井県の利益のために提起す るものである。 ゆえに,被告は,徒 に形

式的な要件で争 うべきものではな く,当 該支出の適法性 をすすんで明 ら

かにすべ きであ り,仮に適法性 を主張できない支出であれば,福井県・

福井県民のため,積極的に,そ の損害回復措置をとるべき筋のものであ

る。

l‐l したがつて,訴状記載の程度で請求は特定 されてお り,本件訴 えは適

法 とすべきである。

イ 出訴期間について

171 上記アの とお り,訴状記載の程度で請求は特定 されているか ら,原告

らが第 1準備書面において損害賠償請求の相手方 を特定 したことは訴状

の補正に当た らない。損害賠償請求の相手方である本件各支出の権限者
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については,む しろ被告において容易にこれ を特定 し得 る立場 にあつた

のであるか ら,本来,被告において問題 となる本件各支出を特定 し,そ

の権限者 を特定すべきであった。 しかるに,被告がこれ を行わず,本件

訴えは地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号所定の当該職員等を特定 して

いないか ら不適法であるな どと主張 したため,原告 らがあえて上記前提

事実(8)記載の情報公開請求を行い,本件各支出の権限者 を特定 したもの

である。

1/)地方 自治法 242条 の 2第 2項 1号は,訴 え提起までの期間を定めた

ものであつて,訴訟係属 中の補正や訴 えの変更の期間制限を定めたもの

ではない と解すべきである。 したがつて,原告 らが第 1準備書面におい

て損害賠償請求の相手方 を特定 したことが仮 に訴状の補正に当たるとし

ても,地方 自治法 242条 の 2第 2項 1号の適用を受けることはな く,

本件訴えに不適法な点はない。

(2)争点(1)イ (西川以外の者 に対す る損害賠償請求の可否 )

(被告の主張 )

西川 を除 く相手方は,いずれ も地方 自治法 243条 の 2第 3項の賠償命令

の対象 となる者であるか ら,同 法 242条 の 2第 1項 4号の訴訟 においては ,

賠償命令をす ることを求める請求をす ることができるのみである。

原告 らは,平成 22年 12月 6日 付 け提出の第 2準備書面において,損害

賠償請求の客体を西川 とす る地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ

く訴 え及び賠償命令の客体を本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命令

をす る権限を有す る職員 とす る同法 242条 の 2第 1項 4号ただ し書に基づ

く訴 えを提起 し,訴 えの予備的追加的変更を行つたが,同 時点においては ,

監査結果が通知 された 日か ら 30日 間を経過 していた。 したがつて,予備的

請求に係 る地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号ただ し書に基づ く訴 えは,出

訴期間を経過 した後になされた不適法な訴 えである。
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(原告の主張 )

地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号は,そ の本文において 「当該職員に損

害賠償請求をす ること」を執行機関に対 して求める請求 と定めてお り,その

ただ し書において 「当該職員が賠償命令 の対象 となる者である場合 にあつて

は賠償命令をす ることを求める請求」 と定めているのであるか ら,こ の規定

を文理解釈すれば,「 当該職員」に対 しては損害賠償請求をすることが原則

であ り,「当該職員」が賠償命令の対象 となる者である場合にあつては賠償

命令 をす ることを求める請求でも足 りるとい う趣 旨であると解 され る。

また,地方 自治法 243条 の 2の 定める賠償命令は,地方公共団体内部に

おける簡便な責任追及の方法を設 けることによつて損害の填補を容易に した

点に特殊性を有す るにすぎない。職員に対す る損害賠償請求権は同条 1項の

要件 を満たす事実があれば,こ れによつて実体法上直ちに発生す るものであ

る。同条は,職員に対 し,賠償命令 による以外に責任 を追及 され ることがな

いことを保障 したものではない。

しかも,地方 自治法 243条 の 2第 4項 によれば,賠償命令を行 うよ う命

ず る判決が確定 した場合,地方公共団体の長は,判決確定 日か ら60日 以内

の 日を期限 として賠償命令 しなければな らないが,同 条 5項によれば,支払

がない場合には,別途損害賠償請求訴訟 を提起 しなければならず,賠償命令

に基づ く強制徴収ができないのである。そのよ うな迂遠な方法を採 らず とも,

最初か ら損害賠償請求を命ずれば足 りる。

さらに,住民訴訟制度は,直接民主主義の見地か ら地方財務行政の適正な

運営を確保す ることを 目的 として住民全体の利益 を保障す るために設 け られ

た制度であるか ら,「 当該職員」が誰であるのかを住民が特定 し,「 当該職

員」が賠償命令の対象 となる職員であるか どうかも判別 し,それに応 じて損

害賠償請求をす るよ う求めるのか賠償命令 をす るよう求めるのかを選択 しな

ければな らず ,そ の選択が誤つていれば訴 えが不適法になるとい うのは,住
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民訴訟制度の趣 旨に反す る本末転倒の議論である。

(3)争点(1)ウ (訴 え提起手数料 )

(被告の主張 )

地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号の訴訟の訴訟物は,請求を求める当該

職員 ごとに別個 ,独立である。 したがつて,訴訟物の価額は,請求を求める

当該職員の人数 に基づいて算定 され,訴 え提起手数料額は,そ の訴訟物の価

額 に基づいて算定 されなければな らない。

(原告 らの主張 )

争 う。

(4)争点(2)ア (本件各支出の違法性 )

(原 告 らの主張 )

ア 地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号所定の 「当該職員」に対 し損害賠償

責任 を問 うことができるのは,そ の行為が具体的な規定に違反 した場合に

限 らず,公序良俗違反,信義則違反 ,裁量権の逸脱又は濫用があつた場合

も含まれ る。

イ171 本件各支出は,前記前提事実(3)記載の態様で されたものであるが,こ

れ らに共通す るのは,内容虚偽の公文書を作成 し,こ れを使用 して詐欺

的な手法を用いて支出 しているとい う点である。 したがつて,本件各支

出が公序良俗に反す ることは明 らかである。

1/F)ま た,本件各支出は,会計法規の一般規定である地方 自治法 2条 14

項, 232条 ,地方財政法 4条 1項 に違反す る。

(勁 歳出予算は,そ の 目的に従って,「款」,「項」に区分 しなければな

らず (地方 自治法 216条 ),各 款の間又は各項の間において流用が禁

止 されている (同 法 220条 2項 )か ら,本件各支出はこれ に違反する

可能性がある。

また,本件各支出が法令上の制限がない 「目」,「節」間の流用であ
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った としても,正規の手続 きを経ずに内容虚偽の公文書を作成 して流用

しているのであるか ら,議会による予算統制 を定める地方 自治法の趣 旨

を実質的に没去「す るもので,違法 と評価 され るべきである。

lIEl 地方 自治法 232条 の 3は , 232条 を受け,支出の原因 となるべき

契約等の支出負担行為について,法令又は予算の定めるところに従 うベ

きである旨を規定す る。本件各支出は, この支出負担行為が正規にされ

ていないのであるか ら,違法である。

lal 本件各支出は,支出命令者が法令又は契約 に違反 していないことなど

を調査 して支出命令 を発 しなければならない ことな どを定めた財務規則

66条に違反す る。

(被告の主張 )

ア  「当該職員」に対 し損害賠償責任 を問 うことができるのは,そ の行為が

財務関係法規上の義務に違反す る場合に限 られ る。

イ171 本件各支出により,福井県は反対給付 として物品を取得 しているか ら,

本件各支出が直ちに地方 自治法 2条 14項 ,同法 232条 ,地方財政法

4条 1項に違反す るとはいえない。

1/f)需用費は,地方 自治法施行規則 15条及び財務規則 14条 2項 によつ

て歳出予算に係 る 「節」に区分 され るものであるか ら,他の 「節」に流

用す る場合には議会の議決を要 しない。 したがって,議会による予算統

制を受けなかったことをもつて違法 となるものではない。

u 財務規則 66条が規定す る 「調査」は,書類審査を意味す る。本件各

支出については,書類上,財務規則 に員Jつ た形式が整 えられていたか ら,

支出命令者に同条違反があつた とはいえない。

(5)争点(2)イ (本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者の故意又は重

過失 )

(原告 らの主張 )
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ア 以下の事情か らすれば,本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令

者には故意があつた。

イИ 計画性

a 預け金の態様で行われた支出においては,計画的に金銭 をプール し,

それを後 日利用 していた とい うことになる。

b 一括払の態様で行われた支出においては,随時,業者に物品を納入

させて 自由勝手に公金 を使用 し, しかも,後 日これを糊塗す るために

内容虚偽の請求書等を提出させた上で,こ れに応 じた物品が納入 され

た とす る内容虚偽の関係書類 を作成す るとい うのであるか ら,計画的

態様である。

c 差替 えの態様で行われた支出においては,契約 した物品が納入 され

ていないのに納入 された とす る内容虚偽の関係書類 を作成 してお り,

業者 との通謀 による悪質な計画的行為である。

d 翌年度納入及び前年度納入の態様で行われた支出においては,故意

に虚偽の検収 日を記載 して年度をごまか していた上,業者 との通謀が

あった と考えられ るか ら,明 らかな故意である。

e 先払い及び契約前納入の態様で行われた支出においても,計画的で

あ り,業者 との間で何 らかの通謀がなければな しえない。

0 組織性

a 本件各支出は,上記の とお り全態様 において業者 との通謀 によつて

しか行い得ないものであるが,業者が警察の違法な経理処理の共犯者

として処罰 されかねない虚偽文書の作成 に積極的に加担す るとは到底

考えられない。業者に対 し,警察組織か ら,罪に問われないことにつ

いての何 らかの保証が されたか らこそ,業者はそのような取引に応 じ

たのである。

このような違法な経理処理は,需用費に限定して期間を区切つた前
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記前提事実(2)の 調査 によつても,警察本部及び各警察署全体 に蔓延 し

ていたことが判明 している。すなわち,長期間にわたつて組織的な違

法行為が行われていた とい うものである。

上記 の各事情によれば,個 々の署員の判断によ り違法な経理処理が

された とは到底考えられない。

b これ らの不正経理の うち,特に預け金及び一括払いについては,引

継 ぎな しに実現することは不可能で,組織的な管理が必要である。

預 け金については, どの業者 に,いかなる架空取引によつて, どの

程度の期間, どの程度の金額 を保有 させているのかを常に把握 してお

く必要がある。そ うでなければ,後 日異なる物品を納入 させ ることも ,

金額的につ じつまを合わせ ることもできない。また,こ れ をすべて記

憶 し,正確 に伝達す るには, 口頭 による引継 ぎでは不可能であるか ら,

裏帳簿が存在 したはずである。

一括払いにおいても,随時業者 に物品を納入 させた とい う実績 を管

理 しておかなければ,後 日の処理 も引継 ぎもできない。上記預け金に

ついて と同様に,口 頭による引継 ぎは不可能であるか ら,裏帳簿が存

在 したはずである。

この点,前記前提事実(2)の 調査において,「過去か らの負の遺産 と

して引継 ぎを受けた」 との率直な真実の吐露がある。他方,「引継 ぎ

はな く」,「 口頭で引継 ぎを受 けた」 との回答 もあるが,信 じ難い。

(被告の主張 )

ア 本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者に故意はない。

イ また,本件各支出に係 る支出負担行為及び支出命令の決裁は,決裁権者

が単独で行 うものではなく,稟議制 に基づ く一連の手続 により組織的に行

うものであるか ら,重過失の有無は, この組織的な決裁手続 を踏まえて判

断すべきである。
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本件各支出については,契約関係 の事務は特定の経理担 当者が単独で行

ってお り,そ の経理担当者が書類上は財務規則等に則 つた形式を整 えてい

たこと,経理処理が不適正であったことは業者の帳簿 と会計書類を突 き合

わせては じめて明 らかになる性質のものであること,会計処理の手続が決

裁権者 と離れた位置で行われていたこと,物品等の納入状況について疑念

を抱 く余地がなかつたこと及び決裁権者が 日常的に膨大な職務 を遂行 して

いることか らすれば,本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者に

は重過失 もなかった。

(6)争点(2)ウ (本件各支出に係 る西川の責任 )

(原告 らの主張 )

ア 法令上本来的な権限を有す る県知事の職にあつた者 としての責任

西川は,福井県知事の職にあつた者であるか ら,本件支出に係 る支出負

担行為及び支出命令につき法令上本来的な権限を有す る者 としての責任 を

負 う。

イ 指揮監督義務違反

福井県知事部局等において,平成 6年 4月 か ら平成 9年 12月 までにさ

れた旅費支出に違法支出があつたことが,同 月に発覚 した。

原告 らは,上記違法支出について住民訴訟 を提起 し,同 訴訟は平成 21

年 11月 12日 までの間係属 した。 この間,平成 16年 12月 7日 の最高

裁判所 による差戻 し判決以降は,福井県知事の指揮監督義務違反が主要な

争点 となってお り,福井地方裁判所は,平成 18年 12月 27日 ,同知事

の指揮監督義務違反を認定 した。

本件各支出は,上記住民訴訟係属 中に警察本部及び全警察署において組

織的,慣習的に行われていたものであ り,西川は,平成 7年 10月 か ら平

成 14年 12月 まで福井県副知事の地位 にあ り,平成 15年 4月 か ら現在

まで福井県知事の地位 にあることか らすれば,本件各支出が生 じたのは ,
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同人において十分な再発防止策を採 らなかつたか らである。

(被告の主張 )

ア 本件各支出に係 る支出負担行為及び支出命令はいずれ も補助職員が行 つ

たものであるか ら,福井県知事の地位 にある西川は,指揮監督上の義務 に

違反 した ときに限 り,損害賠償責任 を負 う。上記義務違反は,一般的な選

任監督責任ではな く,補助職員が財務会計上の行為 をす る際の個別具体的

な指揮監督の解怠であ り,長は, 自ら当該財務会計上の非違行為を行 つた

の と同視 しうる程度の個別具体的な指揮監督の解怠がある場合 に限 られ る。

また,上記義務違反が認 められ る前提 として,補助職員が違法な財務会

計上の行為を行 うことにつき,長に具体的な予見可能性がなければな らず ,

一般的,抽象的な予見可能性では足 りない。

そ して,長が 自ら決裁す る場合においても明 白な瑕疵がない限 り補助職

員の判断を信頼 して決裁す ることが許容 され るか ら,長が 自ら決裁 しない

委任 ,専決の場合 には一層 この理が妥当し,受任者又は専決者の判断がも

はや明 らかに信用できない と考えるだけの状況が当該地方公共団体に存在

し,そ の状況を長 において具体的に認識 し,又は認識 し得 る場合に初 めて

上記具体的な予見可能性があつた といえる。

イ 以下の事情によれば,西川 において,本件各支出のごとき不適正な経理

が行われているとは全 く予見できなかった。

171 本件各支出のよ うな態様の不適正な経理については,福井県において

監査委員の監査や出納部門の支払審査において指摘 されたことがなかつ

た。

И  福井県において,原告の主張す る旅費に係 る違法支出をは じめかつて

問題 とされた不適正な経理 と本件各支出の態様は異なるものであつた。

(勁 西川は,福井県において旅費支出に関す る問題が生 じた際に,そ の原

因を分析 し,改善策 を実施 してきた。
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(7)争点(2)工 (損 害 (損益相殺に関す る争点も含む))

(原告 らの主張 )

ア 本件各支出により,福井県は, 1388万 8629円 の損害を被った。

イ171 被告は,預 け金,一括払,差替えについて,一部を除き業務 に必要な

事務消耗品等が納入 されてお り,福井県にとつて有益なものであるか ら

損益相殺 され るべきであると主張す る。

しか し,実際に納入 された物品の種類や同物品が現実に有益なもの と

して存在す るのか とい う点については,何 ら客観的な証拠によつて裏付

け られていない。む しろ,犯罪行為 と推認 される行為が介在 した結果で

あるか ら,被告の主張は容易に信用できない。

また,犯罪行為に該 当す る可能性のある手段によつて購入 した物品に

ついて有益であると評価す ることは,違法行為を助長,追認す ることに

もな りかねない。

したがって,被告が主張す る損益相殺は認 められ るべきではない。

0 被告は,翌年度納入,前年度納入 ,先払い,契約前納入について,福

井県に損害が発生 していない,仮に発生 した としても全額について損益

相殺 され るべきであると主張す る。

しか し,こ れ を是認すれば,法や地方財政法等が経費の支出に関 して

様々な規制を設 けているのにこれ らを容易に潜脱できることになつて し

ま うか ら,損害が発生 した と認 めるべきは当然であ り,損益相殺は認 め

るべきでない。

(被告の主張 )

ア 翌年度納入,前年度納入,先払い及び契約前納入については,物品等が

実際に納入 された 日が会計書類上に検収 日として正 しく記載 されていなか

った とい う点で不適正であるが,会計書類上で購入す るとされている物品

等は実際に納入 されているか ら,福井県に損害は発生 してお らず,仮に発
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生 した としてもその全額について損益相殺が認 め られ るべきである。

イ 預け金,一括払及び差替えの合計は 698万 1000円 であ り, うち 2

8万 6703円 は業者か ら返還を受けたか ら,残額 は 669万 5000円

である。 この うち,公金の支出として不適 当な物品等に対す る支出は 43

万 4000円 であ り,それ以外は業務 に必要な事務消耗品等に対す る支出

で,福井県にとつて有益なものであ り,そ の額は 626万 円である。

そ して,上記 626万 円について,購入の過程で適正な手続が行われて

お らず,価格についての競争性が十分に働 いていないことを考慮 して も,

その分は知事部局が過去 3年 間の物品 (消 耗品,備品)の競争入札におけ

る予定価格 と落札額の差の平均か ら算出された損失率 11.05%を 超 え

ることはないか ら,上記 626万 円か らその 11.05%相 当額である 6

9万 2000円 を控除 した残額 556万 9000円 が損益相殺 され るべき

である。

そ うす ると,損益相殺の福井県の損害は,上記 43万 4000円 に,上

記 669万 5000円 か ら上記 43万 4000円 を控除 した残額に 0。 1

105を 乗 じた額である 69万 2000円 を加 えた 112万 6000円 と

なる。

ウ 福井県は,平成 22年 3月 31日 ,福井県警察職員 らか ら,上記 112

万 6000円 に福井県が負担す ることとなった金額 を加 えた合計額である

268万 4000円 を超 える 289万 8905円 の返還 を受けたか ら,損

害は存在 しない。

第 3 当裁判所の判断

1 争点(1)ア (請 求の特定の有無及び出訴期間)について

(1)本件において請求の特定の有無が問題 となっている訴 えは,地方 自治法 2

42条 の 2第 1項 4号本文に基づ く請求であつて,住民による,普通地方公

共団体の執行機 関又は職員に対す る,当 該職員又は当該行為若 しくは怠 る事
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実に係 る相手方に対 して損害賠償又は不当利得返還の請求をする義務 を形成

す る訴えであるところ,こ れについて,そ の者 に対す る損害賠償の請求をす

ることを命ず る判決が されて確定 した場合には,当該普通地方公共団体の長

は,そ の 日か ら60日 以内の 日を期限 として,当 該請求に係 る損害賠償金の

支払 を請求 しなければな らないもの とされ (同 法 242条 の 3第 1項), 6

0日 以内にこれが支払われない ときは,当該普通地方公共団体は,それぞれ

当該損害賠償の請求を 目的 とす る訴訟 を提起 しなければな らない もの とされ

(同 法 242条 の 3第 2項 ),ま た,同 法 242条 の 2第 1項 4号本文の規

定による訴訟の提起 を受けた被告である執行機 関又は職員は,同 号の当該職

員又は当該行為若 しくは怠 る事実に係 る相手方に対 して遅滞なく訴訟の告知

をしなければな らず (同 条 7項),同 法 242条 の 2第 1項 4号本文の規定

による訴訟の裁判が上記訴訟告知を受けた者に対 して もその効力を有す ると

きは,当 該訴訟の裁判は,当 該普通地方公共団体 と上記訴訟告知 を受けた者

との間においてもその効力を有す る (同 法 242条 の 3第 4項 )。

以上の規定等か らすれば,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ

く請求においては,損害賠償 を求める客体 としての当該職員又は相手方を具

体的に特定す るとともにこれ らの者各 自に対す る損害賠償請求権 を具体的に

特定することを要す るもの と解 され る。そ して,上記客体の特定は,通常 ,

その氏名及び住所を表示す ることにより行 うもの とされ ,ま た,上記損害賠

償請求権については,そ の請求金額 を具体的な数額で もつて特定表示す るこ

とを要す るもの と考 えられ るのであって,弁論の終結時点において これ らの

者の氏名及び具体的な数額が特定 されていない とい うことは法の許容す ると

ころではない。

もつとも,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号 に基づ く住民訴訟が 自己の

法律上の利益にかかわ らない当該地方公共団体の住民 とい う資格で出訴す る

ことを法が特に認 めている民衆訴訟の一種であること,予算執行権限を有す
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る者が極 めて多岐にわたる規則・規程類によつて定め られていることも少な

くないことか らすれ ば,住民において特定の財務会計上の行為に係 る当該職

員ない し当該行為又は怠 る事実に係 る相手方の氏名等を容易に知 ることがで

きない場合 も多い と考えられ,他方で,上記住民訴訟の被告 となるべき普通

地方公共団体の執行機 関又は職員において上記 当該職員又は相手方の氏名等

を容易に知 ることができるのが通常であると考えられ る。 したがつて,訴え

提起時点において上記当該職員又は相手方をその氏名等 をもつて特定表示す

ることを要求す ることは相 当ではない。

以上を勘案すれば,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号に基づき当該職員

又は当該行為若 しくは怠 る事実に係 る相手方に対 して損害賠償の請求をす る

ことを当該普通地方公共団体の執行機 関又は職員に求める訴 えにおいて,当

該職員又は相手方がその氏名等でもつて特定表示 されていない場合であつて

も,ま た,当 該職員 に対す る各 自の請求額が明示 されていない場合であって

も,こ れ らを客観的に特定することができるときは,当該訴 えは請求の特定

に欠けるところがない適法な訴えと解す るのが相当である。

(2)以 上を前提 に,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ く本件訴え

の うち,西川 を客体 とす る損害賠償金の請求をす る部分を除 く訴 えの適法性

について以下検討す る。

訴状においては,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ く請求に

係 る損害賠償の請求の客体 となる当該職員について,西川以外の者 につき ,

①平成 16年度から平成 21年度において,知事から警察本部又は各警察署

の消耗品費又は印刷製本費の支出負担行為又は支出命令の権限の委任を受け

た者,②平成 16年度から平成 21年度において,知事又は知事から上記権

限の委任を受けた者から上記権限の専決を受けた者とそれぞれ記載され,ま

た,原告 らが当該訴えを提起した経緯については,福井県警察が平成 16年

4月 から平成 21年 8月 末までの間に福井県警察において約 1560万 円の
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不正経理が行われていた との内部調査結果を発表 したことを受けてのことで

ある旨記載 されていることが認 められ るところ,上記前提事実(2)な い し(7)並

びに甲 2, 3, 10号 証及び弁論の全趣 旨によれば,福井県警察においては ,

本件訴えを提起す る契機 となつた上記内部調査を通 して,本件各支出及びそ

の専決者等を覚知 していた ことが うかがわれ,本件各支出の総額については

当事者間に争いがないことをも併せ考えると,上記訴状の記載に基づいて上

記損害賠償の請求の客体 となる当該職員 を客観的に特定す ることができたの

みな らず,上記訴状の記載か らは,同請求に係 る損害賠償請求権について ,

これ ら客体 となる当該職員 に対す る各 自が専決者等 として関与 した本件各支

出に相当す る金員の支払 を求める趣 旨のものであると合理的に解す ることが

でき,かつ,そ のそれぞれに対す る請求額についても客観的に特定す ること

ができた
'も の とい うべきである。なお,本件訴訟 に先立ち原告 らが行つた本

件各違法支出を含む不適正な経理処理に係 る住民監査請求に対 して福井県監

査委員会が出 した監査結果において も,住民監査請求の対象については,財

務会計上の行為が個別的,具体的に摘示 されていることが必要であるとしつ

つ も,福井県警察において本件各支出に係 る内部調査結果を発表 しているこ

とか ら,住民監査請求の対象について個別的,具体的に摘示 されていな くて

も,監査委員において,住民監査請求の対象を特定 して認識す ることができ

るとして本件各支出に係 る監査を行 つていることが認 め られ る 〔甲 9〕 。

したがって,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ く本件訴 えは ,

西川 を客体 とす る損害賠償金の請求をす る部分以外については,当 該職員又

は相手方がその氏名等でもつて特定表示 されてお らず ,ま た当該職員に対す

る各 自の請求額が明示 されていない ものの,こ れ らを客観的に特定す ること

ができるときに当たると解 され るか ら,請求が不特定であるとはいえず,被

告の主張は認 め られない。

なお,原告 らは,地方公共団体の内部事情に属する財務会計行為の権限を
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有する者を正確に特定することはおよそ不可能を強いるものであるなどと主

張す るが,地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づ く訴えにおいては ,

損害賠償 を求める客体 としての当該職員又は相手方を具体的に特定するとと

もにこれ らの者各 自に対す る損害賠償請求権を具体的に特定す ることを要す

ることは上記説示の とお りであつて,当 該訴 えの提起に当たっては,原告に

おいて,必要に応 じて情報公開請求を行 う等相 当の注意をもつて損害賠償の

請求の客体及びその請求額等を具体的に特定す るために調査手段 を尽 くす こ

と,訴 え提起後のできるだけ早期に損害賠償 を求める客体 としての当該職員

又は相手方の氏名等 を明 らかにす るとともにこれ らの者各 自に対す る損害賠

償請求の金額を具体的に特定す ることが望ま しいものであることを付言す る。

争点(1)イ (西川以外の者に対す る損害賠償請求の可否)について

(1)地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文所定の訴えは,住民による,普通

地方公共団体の執行機 関又は職員に対す る,当 該職員又は当該行為若 しくは

怠 る事実に係 る相手方に対 して損害賠償又は不当利得返還の請求をす る義務

を形成す る訴 えであるところ,同 条 4号ただ し書は,当該職員又は当該行為

若 しくは怠 る事実に係 る相手方が同法 243条 の 2第 3項所定の賠償の命令

の対象 となる者である場合には,当 該賠償の命令 をす る義務を形成す る訴 え

を提起す るもの と規定 している。

しかるに,本件訴 えの うち主位的請求に係 る訴 えは,地方 自治法 242条

の 2第 1項 4号本文所定の請求に係 る損害賠償の請求の客体 となる当該職員

については,西川以外の者 につき,①平成 16年度か ら平成 21年度におい

て,知事か ら警察本部又は各警察署の消耗品費又は印刷製本費の支出負担行

為又は支出命令の権限の委任 を受けた者 ,②平成 16年度か ら平成 21年度

において,知事又は知事か ら上記権限の委任 を受けた者か ら上記権限の専決

を受 けた者であると特定 して提起 されているところ,本件各支出に係 る支出

負担行為ない し支出命令をす る権限を有する職員は,上記賠償の命令の対象
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となるものに当たる (同 法 243条 の 2第 1項 2号 , 3号 )。 したがつて ,

これ らの者 を客体 として損害賠償の請求をす ることを求める地方 自治法 24

2条 の 2第 1項 4号本文所定の訴えは,不適法である。

(2)と ころで,原告 らは,平成 22年 12月 6日 付 け提出の第 2準備書面にお

いて,損害賠償請求の客体を西川 とする地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号

本文に基づ く訴 え及び賠償命令 の客体を本件各支出に係 る支出負担行為ない

し支出命令をす る権限を有す る職員 とす る同法 242条 の 2第 1項 4号ただ

し書に基づ く訴 えを提起 し,訴 えの予備的追加的変更を行つたが,同時点に

おいては,監査結果が通知 された 日か ら 30日 間を経過 していた。

しか しなが ら,訴 えの変更は,変更後の新請求については新たな訴 えの提

起にほかな らないか ら,変更後の訴 えにつき出訴期間の制限がある場合には ,

出訴期間の遵守の有無は,原則 として,訴えの変更の時を基準 としてこれを

決すべきであるが,変更前後の請求の間に存す る関係か ら,変更後の新請求

に係 る訴 えを当初の訴 えの提起時に提起 された ものと同視す ることができる

特段の事情があるときは,出訴期間が遵守 されたもの として取 り扱 うのが相

当である (最 高裁判所昭和 61年 2月 24日 第二小法廷判決民集 40巻 1号

69頁参照)。

これを本件 についてみるに,本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命

令 をする権限を有す る職員 を請求の客体 とす る訴 えについては,主位的請求

に係 る地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号本文に基づき専決者等 に対 して民

法 709条 所定の損害賠償の請求をす ることを求める訴えか,あ るいは,予

備的請求に係 る地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号ただ し書に基づ き専決者

等に対 して同法 243条 の 2第 1項所定の賠償命令をす ることを求める訴え

か とい う点で,責任原因 となる法令が異なるにす ぎず ,上記損害賠償の請求

及び上記賠償命令の前提 となる事実は同一であつて,追加 された予備的請求

に係 る訴 えを当初の主位的請求に係 る訴 えの提起時に提起 された ものと同視
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す ることができる特段の事情があると認められ る。

したがつて,予備的請求に係 る地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号ただ し

書に基づ く訴 えは,出訴期間を経過 した後になされたことをもつて,出訴期

間を徒過 した不適法な訴え とはいえない。

争点(1)ウ (訴 え提起手数料)について

(1)地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号 に基づ く訴 えは,地方公共団体の構成

員である住民全体の利益 を保障す るために法律によつて特別 に認 め られたも

のであるところ,こ のよ うな住民訴訟の特殊 な 目的及び性格にかんがみれば ,

その訴訟の訴額算定の基礎 となる 「訴 えで主張す る利益」については,こ れ

を実質的に理解 し,地方公共団体の損害が回復 されることによつてその訴え

の原告 を含む住民全体の受 けるべ き利益が これ に当た る とみるべ きである

(最高裁判所昭和 53年 3月 30日 第一小法廷判決民集 32巻 2号 485頁

参照)。 また,上記住民訴訟の 目的及び性格 にかんがみれば,異なる複数の

財務会計上の行為を対象 として同号に基づ く請求がされている場合であつて

も,各財務会計上の行為が密接 に関連 してお り,社会的事実 として一体のも

の ととらえることができ,それ らについて主張 され る違法の事由が共通す る

よ うなときは,当 該訴訟の訴額の算定の基礎 となる 「訴えで主張す る利益」

は同一であると解す るのが相当である。

これを本件についてみるに,本件において対象 とされている財務会計上の

行為は,平成 16年 4月 か ら平成 20年 8月 末までの間に福井県警察が執行

した消耗 品費及び印刷製本費の うち不適正な経理処理が された各支出 (県費

の支出)を対象 とす るものであって,こ れ らは密接に関連 し社会的事実 とし

て一体のもの ととらえることができ,ま た, これ らについて原告 らが主張す

る違法の事由は,本件各支出がいずれ もその支出の態様において上記第 2の

4(4)原 告 らの主張の とお り地方 自治法等に反 し違法であるとい うものである。

したがつて,原告 らが本件で主張す る利益は,損害の賠償の請求ない し命令
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の客体である当該職員 ごとに別個,独立であるとはいえず ,ま た,主位的請

求に係 る訴 え及び予備的請求に係 る訴 えに共通 してお り,同 一であると認 め

られ るか ら,訴 え提起手数料が不足 しているとの被告の主張は採用す ること

ができない。

4 争点(2)ア (本件各支出の違法性)について

(1)地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号に基づ く訴 えとして,当 該職員の財務

会計上の行為 をとらえて同規定に基づ く損害賠償責任 を追及することを求め

る場合において問題 となる当該職員の行為の違法性 とは,財務会計法規上の

義務についての違反の有無 を意味す るものと解すべきである。そ して,財務

会計法規上の義務 とは,手続的・技術的な財務会計法規をい うに とどま らず ,

これ らを含む ところの財務会計上の行為を行 うに当たつて負 っている職務上

の行為義務ない し行為規範一般 を意味す るものをい う。

(2)本件においては,本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命令の違法性

が問題 となっているところ,普通地方公共団体の支出の原因 となるべき契約

その他の行為,すなわち支出負担行為については,法令又は予算の定めると

ころに従いこれをしなければな らず (地 方 自治法 232条 の 3),支 出命令

を発す るに当たつては,法令又は契約に違反 していないこと,所属年度,会

計及び歳出予算科 目に誤 りがないこと,配 当又は令達を受けた歳出予算 を超

過 していないこと,予算に定め られた 目的に違反 していないこと,金額の算

定に誤 りがないこと,債権者 に誤 りがないこと,支出すべき時期が到来 して

いること及び支出の方法及び支払の方法に誤 りがない ことを調査の上,支出

命令書又は支出負担行為兼支出命令書により発 しなければな らない とされて

お り (財務規則 66条 1項 ),こ れ ら命令書には,請求書または支払義務 を

証明す る書類 (財務規則 66条 2項 , 4項参照。以下,こ れ らを併せて 「請

求書等」 とい う。)を添付 しなければな らない。 しかるに,本件各支出の う

ち,預け金,一括払及び差替 えの各態様 においてなされた各支出は,そ れぞ
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れ請求書等記載の物品が実際には納入 していないにもかかわ らず,架空取引

があった とす る内容虚偽の書類 を作成す ることな どにより業者に代金 を支払

うことで行われた ものであつて,こ のよ うな経理処理が財務会計法規上許 さ

れないことは明 らかである。また,翌年度納入,前年度納入 ,先払い及び契

約前納入の各態様においてなされた各支出は,請求書等記載の物品が納入 さ

れているものの,実際に納入 された時期 とは 日付を異にす る内容虚偽 の書類

を作成す ることなどにより業者に代金 を支払 うことで行われたものであつて ,

このような経理処理 もまた財務会計法規上許 されないことは明 らかである。

したがって,こ れ らの態様 においてなされた本件各支出は経理処理が不適正

であつた とい うにとどま らず,本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命

令は,財務会計法規上許 されない違法なものである。

5 争点(2)イ (本件各支出に係 る支出負担行為者及び支出命令者の故意又は重過

失 )

(1)本件各支出に係 る支出負担行為は,別紙 3記載の とお り,本部関係 につい

ては,支出負担行為兼支出命令書を使用す るものを会計課監査担当課長補佐

が,それ以外 を会計課長が決裁 しているものであ り,警察署関係 については

支出負担行為兼支出命令書 を使用す るものを副署長が,そ れ以外 を署長が決

裁 している (前提事実l12)ア )。 また,本件各支出に係 る支出命令は,別紙 3

記載のとお り,本部関係 については会計監査担 当課長補佐が,警察署関係 に

ついては副署長が決裁 している (前提事実レ)イ )。 これ らの者については ,

地方 自治法 243条 の 2第 1項後段 によ り損害賠償責任の発生要件が限定 さ

れてお り,本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命令 をするにつき故意

又は重大な過失があつた場合に限 り県に対 して損害賠償責任 を負 うものであ

る。

(2)そ こで,本件各支出に係 る専決者等の各々において,本件各支出に係 る支

出負担行為ない し支出命令 を違法に行 つたことについて故意又は重大な過失

- 32 -



があつた と認 め られ るかについて検討す るに,預 け金等の不適正な経理処理

が上記 4記載の とお り違法であることは明 らかであるところ,こ のことは ,

極めて容易に判断す ることができるいわば常識的な事柄であるといえる。そ

こで,本件各支出に係 る専決者等において,預 け金等の不適正な経理処理が

行われていることそれ 自体について覚知 し得たかについて検討す るに,弁論

の全趣 旨によれば,本件各支出については,上記経理担当者が内容虚偽の関

係書類を作成す るなどす ることによつて書類上は財務規則等に則 つた書面が

作成 されていたこと,それ ゆえ,平成 21年 9月 に実施 した全庁調査におい

て業者帳簿 と会計書類 を突 き合わせ るとい う調査方法を導入す るまでは,本

件各支出が実際の取引内容 とは 日時ない し目的物が異なる取引について行わ

れていることについて監査において も指摘 されたことがなかつたこと,専決

者等による決裁は,稟議性に基づいて組織的に行われ る決裁手続の一環 とし

て行われてお り,そ の数 も少な くないことに加 えて,決裁権者の職務はこれ

に限 られず膨大であること,本件各支出のよ うな需用費 (消 耗品費 ,印刷製

本費)に係 るものは, 1件 当た りの金額が少額であつて,かつ,定例的な費

目の支出案件であること,本件各支出に係 る調査対象期間の間にも決裁権者

が複数交替 していること等が うかがわれ る。 しか しなが ら,本件各支出のな

された預け金等の各態様にかんがみれば,福 井県警察において契約 関係の事

務 を担当 していた経理担当者 と業者 との間において何 らかの具体的な申し合

わせが存在 してお り,福井県警察内部においても,預け金等の不適正な経理

処理が計画的,組織的に行われていたことが うかがわれ ること,預け金等の

不適正な経理処理は,本件各支出に係 る調査対象期間に限定 して も 5年以上

にわたつて,別紙 3記載の とお り警察本部及び各警察署全体において広 く行

われてお り,福井県警察においてそのよ うな処理が常態化 していた ことが う

かがわれ ること等弁論の全趣 旨か ら認 め られ る諸事情 を考慮すれば,本件各

支出に係 る専決者等において,預け金等の不適正な経理処理が行われている
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ことそれ 自体についても容易に覚知 し得たもの と認 め られ る。

しかるに,本件各支出に係 る専決者等は,上記のとお り預け金等の不適正

な経理処理が違法であることについて容易に判断す ることが可能であつたに

もかかわ らず ,こ れを看過 して本件各支出に係 る支出負担行為ない し支出命

令 を違法に行 つたのであるか ら,本件各支出に係 る専決者等が,上記経理担

当者や業者に対 して,預 け金等の不適正な経理処理を指示 し,あ るいは取引

実態 を知 りなが らあえて積極的に容認 していた と認めるに足 りる証拠はない

が,財務会計上の行為を行 うに当たつて負つている職務上の注意義務 を著 し

く怠つたもの として少なくとも重大な過失があつた といえる。

6 争点(2)ウ (本件各支出に係 る西川の責任)について

(1)普通地方公共団体の長が訓令等によう法令上その権限に属する財務会計上

の行為を特定の補助職員に専決 させ ることとしている場合においては,当 該

財務会計上の行為を行 う法令上の権限が当該補助職員 に委譲 され るものでは

ないが,内部的には,同権限は専 ら当該補助職員 に委ね られ ,当 該補助職員

が常時 自らの判断において同権限に基づき行為を行 うもの とされ るのである

か ら,当 該補助職員が,専決を任 された財務会計上の行為につき違法な専決

処理 をし,こ れにより当該普通地方公共団体に損害を与えた ときには,同損

害は、 自らの判断においてその権限に基づ く行為 を行 つた当該補助職員がこ

れ を賠償すべきものである。 したがつて,普通地方公共団体の長がその財務

会計上の権限を補助職員に委任 ない し専決によ り処理 した場合には,長は ,

当該補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の

義務に違反 し,故意又は過失により当該補助職員が財務会計上の違法行為を

す ることを阻止 しなかった ときに限 り,普通地方公共団体に対 し,当該職員

が した財務会計上の違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につ

き賠償責任 を負 うもの と解す るのが相 当である (最高裁判所平成 3年 12月

20日 第二小法廷判決民集 45巻 9号 1455頁 参照)。 そ して, この場合
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において,普通地方公共団体の長が損害賠償責任 を負 うのは,当 該職員が し

た財務会計上の違法行為に対す る長の指揮監督上の義務違反行為それ 自体が

長 自らが した財務会計上の違法行為 と同視 しうる場合,す なわち,本来 自己

の権限に属す る当該財務会計上の行為を当該補助職員が専決す る際の個別具

体的な指揮監督の解怠がある場合に限 られ ると解するのが相 当である。

(2)こ れを本件についてみるに,本件各支出は,平成 16年 4月 か ら平成 21

年 8月 末までの間に行われたものであるところ,平成 6年 4月 か ら平成 9年

12月 までの間に福井県知事部局等において出張の事実がないにもかかわ ら

ず旅費を違法に支出 した として,地方 自治法 (平成 14年法律第 4号による

改正前のもの。)242条 の 2第 1項 4号 に基づき,福井県の住民 らが県に

代位 して,当 時,上記旅費の支出に係 る支出負担行為及び支出命令 につき法

令上本来的な権限を有す る県知事の職にあつた者に対 し,損害の賠償を請求

した訴訟 について,平成 16年 12月 7日 に最高裁判所が差戻 し判決を言い

渡 した後においては福井県知事の職 にあつた者の指揮監督義務違反が争点 と

なってお り,平成 18年 12月 27日 に福井地方裁判所が同知事の指揮監督

義務違反を認容する判決を言い渡 したこと,ま た,西川は平成 15年 4月 か

ら福井県知事の地位 にあつたことについては,当 事者間に争いがない。

しか しなが ら,本件各支出はいずれ も消耗品及び印刷製本費について上記

前提事実(3)記載の とお りの各態様でな された福井県警察における不適正な経

理処理によるものであるところ,上記訴訟で問題 となつていた違法支出 とは ,

その発生部署,支出負担行為ない し支出命令の権限を有す る者,経理処理の

態様等を異にす るものであつて,上記訴訟の審理状況 を前提 として も,福井

県知事において本件各支出についての具体的予見可能性があつた と直ちに認

めることはできず,ま た,そ の他弁論の全趣 旨か ら認 められ る諸事情を考慮

して も,西川 において,本件各支出の違法性 を予見すべき具体的な端緒があ

った とまでは認 められない。 したがって,西川においては,本件各支出につ
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いて具体的指揮監督措置 を必要 とす るよ うな具体的な予見可能性があつた と

はいえないか ら,上記指揮監督の解怠があるとはいえない。

争点(2)工 (損 害 (損益相殺に関す る争点 も含む))に ついて

(1)地方 自治法 242条 の 2第 1項 4号所定の住民訴訟 において求める損害賠

償の請求ない し賠償命令において求める損害賠償請求権は,民法その他の司

法上の損害賠償請求権 と異なるところはない とい うべ きであるか ら,損害の

有無及びその数額については,損益相殺が問題になる場合はこれ を行った上

で確定すべきものである。 したがつて,財務会計上の行為により普通地方公

共団体に損害が生 じた としても,他方,同行為の結果 ,そ の地方公共団体が

利益 を得 ,あ るいは,支出を免れ ることによつて利得 を している場合には ,

両者の間に相 当因果関係があると認 め られ る限 りは,損益相殺をを行 うこと

ができるもの と解す るのが相当である (最 高裁判所平成 6年 12月 20日 第

二小法廷判決民集 48巻 8号 1676頁 参照)。

(2)こ れを本件 についてみるに,上記 4に おいて認定 した とお り,本件各支出

に係 る支出負担行為ない し支出命令 は,物品名や取引 日について実際の取引

とは異なる内容虚偽の書類 を作成す ることなどにより支出 された財務会計法

規上許 されない違法なものであつて,福井県警察,ひいては福井県は,こ れ

によ り本件各支出相 当額の損害を受 けた もの とい うべきである。

しか しなが ら,ま ず,本件各支出の うち,翌年度納入,前年度納入,先払

い及び契約前納入の態様において行われたものについては,福井県は,別紙

4記載の とお り,納入時期は前後す るものの,各支出額に相当す る物品につ

いて契約書等記載の とお り納入を受 けているのであつて,各支出額に相当す

る対価の利得 を得ていることは明 らかである 〔甲 10, 11〕 。次に,本件

各支出の うち,預け金 ,一括払及び差替 えの態様 において行われた ものにつ

いても,福井県は,別紙 4記載の とお り,契約書等に記載 された物品とは異

なるものの,各支出の合計額 (た だ し,業者が保有 していたためにその後福
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井県に返還 された預 け金等 286, 703円 〔乙 16の 1な い し 4〕 を控除

した額。)に相 当す る物品について納入 を受けているのであつて,各支出額

に相 当す る対価の利得を得ていることは明 らかである。また,被告において

公金の支出としては不適 当な物品の購入であると自認す る別紙 4記載の うち

業者元帳欄が黄色に着色 された部分 を除き,実際に納入 された物品が公金の

支出 としては不適 当な物品であつた とはいえない。 したがって,本件各支出

に係 る支出負担行為ない し支出命令 により福井県に一定の損害が生 じている

一方で,本件各支出に対応す る形で福井県警察,ひいては福井県が一定の利

得 を得ていることが認 め られ,両者の間には相当因果関係があるといえるか

ら,損益相殺 を した上で損害額 を算定すべきである。

原告 らは,こ のよ うな損益相殺は,地方 自治法や地方財政法等が経費の支

出に関 して厳格な規制によつて地方財政の健全性 を確保 しているにもかかわ

らず ,こ れ らを容易に潜脱す ることが可能になるか ら認 めるべきではない と

主張 しているので,こ の点について検討する。本件各支出において預 け金等

の不適正な経理処理が行われた背景には,警察の ような事柄の性質上迅速な

対応が極 めて強 く要求 され る組織において, 24時間体制である現場のニー

ズに迅速に対応す るためには所定の会計手続に則 つて処理す るのでは間に合

わない,その都度決裁手続 を行 うのは煩雑である等の誤 つた認識があつたこ

とがうかがわれるものの 〔甲3〕 ,地方財政の規制を潜脱する積極的な意図

があつたとは認められないこと,本件各支出に係る消耗品費及び印刷製本費

はいずれも需用費に当たるものであるところ,需用費は議会の統制が直接に

は及ばない歳出予算の「節」に区分されるものであることに加え (財務規則

14条 2項 ,地方自治法施行規則 15条 2項),本件各支出は需用費に害1り

当てられた予算を需用費として支出しているものであること (甲 3参照,た

だし,被告において公金の支出としては不適当な物品の購入であると自認す

る別紙 4記載のうち業者元帳欄が黄色に着色された部分を除く。)等にかん
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がみれば,本件各支出について損益相殺 を認 めても,地方財政の健全性 を確

保 しよ うとした法の趣 旨を没去「す るとまではいえない。

(3)以上の判断を前提に してすれば,本件各支出に係 る支出負担行為ない し支

出命令によつて生 じた損害の額は,下記アない しウの合計額である 271万

5385円 (福 井県警察が 自主調査において不適正な経理処理について返還

すべきとした額)を超 えることはない 〔甲 2, 3, 9, 10, 11〕 。

記

ア 本件各支出の うち,翌年度納入,前年度納入 ,先払い及び契約前納入の

態様 において行 われ た ものに係 る損 害額 0円

各支出額 に相当す る物品について契約書等記載の とお り納入 を受けてい

るのであって,各支出額に相当す る対価の利得 を得ているため,損益相殺

により,こ れ らの態様においてなされた各支出か ら損害は生 じていない。

イ 本件各支出の うち,預 け金,一括払及び差替 えの態様において行われた

ものに係 る損害額 191万 5385円

l~/1 公金の支出として不適 当な物品の購入に要 した費用

1/F)損失相 当額

43万 4362円

72万 3453円

(預 け金,一括払及び差替えによ り取得 した物品等については,上記

171記載の支出額に相当する分を除き,各支出額に相当す る対価の利

得を得ているため,損益相殺により,こ れ らの態様 においてなされ

た各支出か らは損害が生 じていない とも考えられ る。 しか し,購入

の過程で適正な手続は行われてお らず,価格についての競争性が十

分に働いていないことか ら,同 物品等の購入に要 した費用の一部は

福井県の損失であると考えることができる。そこで,甲 9号証記載

の福井県における 3年 間の物品 (消 耗品,備品)の競争入札におけ

る予定価格 と落札額の差の平均 11.05%を 損失率であるとして ,
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698万 1444円 (預 け金 ,一括払及び差替 えの態様 において行

われた各支出の合計額)か ら上記171記載の額を控除 した残額に,損

失率を乗 じた額 (た だ し,小数点以下は四捨五入。以下同 じ。)を

福井県の損失相当額 と認定す る。 )

り  上記И に係 る利屈、相 当額             2万 6509円

(公金の支出 として不適 当な物品の購入に要 した費用については,福

井県が余分に資金調達をす る必要があると考え られ ることか ら,上

記171記載の損失相当額 に対象期間の県債の発行利率の平均 (1.7

3%)を 乗 じた額を福井県に対す る利息相当額 と認定す る。 甲 9号

証・ 8頁。 )

0 上記0に係 る利′息相 当額              4万 0192円

(損 失相当額については,福井県が余分に資金調達をす る必要がある

と考 えられ ることか ら,上記1/)記載の損失相 当額に対象期間の県債

の発行利率の平均 (1.73%)を 乗 じた額を福井県に対す る利息

相 当額 と認定す る。 甲 9号証 。7頁参照。 )

の  国庫返還金加算額              69万 0869円

(不適正な経理処理の国庫返還金について,補助金等に係 る予算の執

行の適正化に関す る法律 19条 1項所定の 1年 当た り10.95%

を乗 じた額 )

1/Jl 上記И ない しい の合計           191万 5385円

なお,別紙 4記載の とお り,本件各支出の うち,預 け金の態様におい

て行われたものについては,支出証拠書類 〔甲 10〕 上は 1975万 6

811円 が支出されているが,業者元帳 〔甲 11〕 上は 1972万 63

03円 分に相当す る物品の納入 しか認 め られず,こ の差額である 3万 0

508円 分が業者において保有 されていたことが うかがわれ るところ ,

これを上回る 28万 6703円 が,平成 22年 3月 31日 付 けで各業者
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から「返還する会」を通 じて福井県に返還されている 〔甲9,乙 16の

1ないし4,弁論の全趣旨〕。

ウ 事務調査費及び返還に要 した事務経費 80万 0000円

(4)し かるところ,「返還す る会」は,平成 22年 3月 31日 付けで,上記 (3)

記載の 271万 5385円 (福 井県警察が 自主調査において不適正な経理処

理について返還すべきとした額)を超 える 289万 8905円 を福井県に返

還 している 〔甲 9,乙 15,弁 論の全趣 旨〕。 したがつて,本件各支出に係

る支出負担行為ない し支出命令によつて生 じた損害の額 を超 えて,福井県は

その返還を受けているのであつて,同年 4月 1日 までに,福井県に生 じた本

件各支出に係 る損害は填補 されていることが認 め られ る。

8 以上によれば,本件各支出に係 る損害は平成 22年 4月 1日 までに全額填補

されているか ら,原告 らが,被告に対 し,本件各支出に係 る損害の賠償の請求

ない し賠償命令 を求める請求は,いずれ も理由がない。

第 4 結論

以上の認定及び判断の結果 によると,西川一誠 に対 して損害賠償金 の請求を

す ることを求める請求はいずれ も理 由がないか らこれを棄去「す ることとし,西

川一誠以外の者に対 して損害賠償金の請求をす ることを求める請求 (主位的請

求)に係 る訴 えは不適法であるか らこれ らをいずれ も去「下 し,西川一誠以外の

者に対 して賠償命令をす ることを求める請求 (予備的請求)はいずれ も理 由が

ないか らこれ らをいずれ も棄却す ることとし,主文のとお り判決す る。

福井地方裁判所民事第 2部

明英口樋裁判長裁判官
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裁判官

裁判官

由島原

子由宅
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